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独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
案
要
綱

第
一

主
要
幹
線
鉄
道
及
び
都
市
鉄
道
の
定
義
に
お
け
る
大
都
市
の
範
囲

１

主
要
幹
線
鉄
道
の
定
義
に
お
け
る
政
令
で
定
め
る
大
都
市
は
、
東
京
都
、
大
阪
市
及
び
名
古
屋
市
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

２

都
市
鉄
道
の
定
義
に
お
け
る
政
令
で
定
め
る
大
都
市
は
、
札
幌
市
、
福
岡
市
、
広
島
市
及
び
仙
台
市
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
二

鉄
道
施
設
の
大
規
模
な
改
良
の
範
囲

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
行
う
鉄
道
施
設
又
は
軌
道
施
設

の
大
規
模
な
改
良
は
、
本
線
路
が
複
線
で
あ
る
鉄
道
又
は
軌
道
を
本
線
路
が
四
線
で
あ
る
鉄
道
又
は
軌
道
と
す
る
た
め
の
改

良
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
三

機
構
が
交
付
す
る
給
付
金

機
構
が
国
か
ら
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
交
付
す
る
給
付
金
は
、
譲
渡
線
建
設
費
等
利
子
補
給
金
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）



- 2 -

第
四

鉄
道
施
設
の
貸
付
け
及
び
譲
渡
の
基
準

１

機
構
が
行
う
鉄
道
施
設
等
の
貸
付
け
及
び
譲
渡
の
対
象
と
な
る
施
設
及
び
そ
の
区
間
を
定
め
る
こ
と
。（

第
五
条
関
係
）

２

機
構
が
行
う
鉄
道
施
設
等
の
貸
付
け
及
び
譲
渡
に
係
る
貸
付
料
及
び
譲
渡
価
格
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
関
係
）

第
五

特
定
債
権
の
繰
入
れ
の
範
囲
等

新
幹
線
鉄
道
施
設
の
建
設
資
金
に
係
る
繰
入
れ
は
、
毎
事
業
年
度
、
一
か
ら
三
ま
で
の
額
の
合
計
額
か
ら
四
か
ら
六
ま
で

の
合
計
額
を
減
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

一

特
定
債
権
に
基
づ
く
毎
事
業
年
度
の
支
払
額

二

新
幹
線
鉄
道
施
設
の
建
設
資
金
に
つ
い
て
剰
余
金
を
生
じ
た
場
合
の
繰
戻
額

三

鉄
道
施
設
の
建
設
資
金
に
係
る
繰
戻
金
、
無
利
子
貸
付
金
の
償
還
金
及
び
無
利
子
寄
託
金
の
返
還
金

四

管
理
費
、
租
税
及
び
債
券
発
行
費
の
合
計
額

五

運
輸
施
設
整
備
事
業
団
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
が
承
継
し
、
さ
ら
に
、
独
立
行
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政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構

が
承
継
し
た
債
務
の
償
還
等
を
元
利
均
等
半
年
賦
支
払
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度

の
償
還
額
等
の
支
払
額

六

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
多
い
額

イ

運
輸
施
設
整
備
事
業
団
法
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
鉄
道
整
備
基
金
法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
鉄
道
整
備
基
金
が
承
継
し
た
債
務
の
償
還
等
を
元
利
均
等
半
年
賦
支
払
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
た
場
合
に

お
け
る
当
該
事
業
年
度
の
償
還
額
等
及
び
三
の
額
の
合
計
額

ロ

法
附
則
第
三
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
入
れ
た
額

第
六

新
幹
線
鉄
道
施
設
の
建
設
資
金
に
係
る
剰
余
金
の
算
定
方
法

新
幹
線
鉄
道
施
設
の
建
設
資
金
に
係
る
剰
余
金
は
、
一
の
額
か
ら
二
及
び
三
の
額
の
合
計
額
を
減
ず
る
こ
と
に
よ
り
そ
の

額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

一

新
幹
線
鉄
道
施
設
の
貸
付
料
の
額
か
ら
管
理
費
等
の
額
を
減
じ
て
得
た
額

二

新
幹
線
鉄
道
施
設
の
建
設
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
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三

当
該
建
設
事
業
に
係
る
借
入
れ
に
係
る
債
務
の
償
還
等
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
額

第
七

鉄
道
施
設
の
建
設
資
金
に
係
る
繰
戻
し

鉄
道
施
設
の
建
設
資
金
に
係
る
繰
戻
し
は
、
繰
入
日
か
ら
十
年
六
月
を
経
過
す
る
日
及
び
そ
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る

日
ご
と
に
、
繰
入
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額
を
繰
り
入
れ
る
方
法
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

第
八

毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
及
び
国
庫
納
付
金
の
納
付

毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の
算
定
方
法
、
積
立
金
の
処
分
に
当
た
り
残
余
の
額
を
積
立
金
と
し
て
整

理
す
る
た
め
の
承
認
の
手
続
、
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
関
係
）

第
九

鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
債
券
の
発
行
の
方
法
等

鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
債
券
に
つ
い
て
、
そ
の
形
式
は
無
記
名
利
札
付
き
と
す
る
こ
と
、
発
行
は
募
集
の

方
法
に
よ
る
こ
と
、
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
債
券
申
込
証
に
は
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
債
券

の
名
称
、
総
額
、
利
率
等
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
関
係
）
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第
十

他
の
法
令
の
準
用

機
構
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な
し
て
準
用
す
る
法
令
の
規
定
は
、
不
動
産
登
記
法
第
二
十
五
条
第
一
項
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
関
係
）

第
十
一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例

機
構
に
転
出
し
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
に
係
る
継
続
長
期
組
合
員
制
度
の
特
例
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ

と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

第
十
二

附
則

１

こ
の
政
令
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

２

機
構
が
承
継
す
る
資
産
の
価
額
の
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

３

日
本
鉄
道
建
設
公
団
及
び
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
が
解
散
し
た
場
合
に
お
け
る
解
散
の
登
記
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

４

国
が
承
継
す
る
資
産
の
範
囲
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）

５

運
輸
施
設
整
備
事
業
団
が
日
本
鉄
道
建
設
公
団
に
貸
し
付
け
た
無
利
子
貸
付
資
金
に
係
る
繰
入
れ
の
期
限
及
び
当
該
期
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限
ご
と
の
金
額
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）

６

法
附
則
第
三
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
れ
は
、
各
事
業
年
度
の
半
期
ご
と
に
行
う
も
の
と
し
、
当
該
繰
入
金
の

繰
入
期
限
は
、
九
月
三
十
日
又
は
三
月
三
十
一
日
と
す
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
関
係
）

７

本
州
と
北
海
道
を
連
絡
す
る
鉄
道
施
設
の
貸
付
料
の
額
は
、
当
該
事
業
年
度
の
当
該
鉄
道
施
設
に
係
る
管
理
費
等
の
額

を
基
準
と
し
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
関
係
）

８

国
の
無
利
子
貸
付
け
に
つ
い
て
、
そ
の
償
還
期
間
、
償
還
方
法
、
償
還
期
限
の
繰
上
げ
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
関
係
）

９

機
構
の
無
利
子
貸
付
け
業
務
の
対
象
と
な
る
鉄
道
施
設
の
大
規
模
な
改
良
は
、
本
線
路
が
複
線
で
あ
る
鉄
道
を
本
線
路

が
四
線
で
あ
る
鉄
道
と
す
る
た
め
の
改
良
等
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
九
条
関
係
）

機
構
の
無
利
子
貸
付
金
の
償
還
条
件
は
、
貸
し
付
け
た
日
か
ら
五
年
間
据
置
き
十
年
間
半
年
賦
均
等
償
還
と
す
る
こ
と

10
等
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
条
関
係
）

そ
の
他
法
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

11

（
附
則
第
十
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
関
係
）
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日
本
鉄
道
建
設
公
団
法
施
行
令
、
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
法
等
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
必
要
な
経
過
措
置
に
つ
い
て
定

12
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
関
係
）

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
そ
の
他

13
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
十
九
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
関
係
）


